
 

京 都 大 学 学 位 規 程 等 新 旧 対 照 表 
改   正   前 改   正   後 

 
京都大学学位規程 

（昭和３３年達示第１号） 
 
（前 略） 
第１０条 教授会又は研究科会議において、学位を
授与できるものと議決したときは、当該研究科長
は、学位論文及び論文内容の要旨にその審査及び
試験の結果の要旨並びに試問の成績を添えて総長
に報告しなければならない。ただし、修士、修士
（専門職）及び法務博士（専門職）の学位授与に
係るものは、別に定める必要事項を記載した資格
者の名簿による。 
２ 教授会又は研究科会議において博士の学位を授
与できないものと議決したときは、その旨を報告
するものとする。 
 （後 略） 
 
 
 

京都大学総合人間学部規程 
（平成４年達示第２５号） 

 
 （前 略） 
第３条 入学者の決定は、教授会で行う。 
 （後 略） 
 
 

京都大学文学部規程 
（昭和２４年達示第２６号） 

 
 （前 略） 
第３条 入学者の決定は、教授会で行う。 
 （後 略） 
 
 
 

京都大学教育学部規程 
（昭和２５年達示第１８号） 

 
 （前 略） 
第３条 入学者の決定は、教授会で行う。 
 （後 略） 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
第１０条 教授会又は研究科会議において、学位を
授与できるものと議決したときは、当該研究科長
は、学位論文及び論文内容の要旨にその審査及び
試験の結果の要旨並びに試問の成績を添えて総長
に上申しなければならない。ただし、修士、修士
（専門職）及び法務博士（専門職）の学位授与に
係るものは、別に定める必要事項を記載した資格
者の名簿による。 
２ （同 左） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第３条 入学候補者の決定は、教授会で行う。 
 
 
 
 
 
 
 
第３条 入学候補者の決定は、教授会で行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
第３条 入学候補者の決定は、教授会で行う。 
 
 
 
 
 



 

改   正   前 改   正   後 
 

京都大学法学部規程 
（昭和２４年達示第２４号） 

 
第１ 入学 

第１条 入学者の選抜方法は、法学部教授会（以下
「教授会」という。）で定める。 
２ 京都大学通則（昭和２８年達示第３号。以下「通
則」という。）第４条第１項ただし書の規定によ
る入学に関する事項は、教授会で定める。 
３ 入学者の決定は、教授会で行う。 
 （後 略） 
 
 
 

京都大学経済学部規程 
（昭和２４年達示第２３号） 

 
 （前 略） 
第３条 入学者の決定は、教授会で行う。 
 （後 略） 
 
 
 

京都大学理学部規程 
（昭和２５年達示第１０号） 

 
 （前 略） 
第３条 入学者の決定は、教授会で行う。 
 （後 略） 
 

京都大学医学部規程 
（昭和２９年達示第１２号） 

 
 （前 略） 
第３条 入学者の決定は、教授会で行う。 
 （後 略） 
 
 
 

京都大学薬学部規程 
（昭和３５年達示第９号） 

 
 （前 略） 
第３条 入学者の決定は、教授会で行う。 
 （後 略） 
 
 

 
 
 
 

第１ 入学 
第１条  
 
２  
 
 
３ 入学候補者の決定は、教授会で行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
第３条 入学候補者の決定は、教授会で行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
第３条 入学候補者の決定は、教授会で行う。 
 
 
 
 
 
 
第３条 入学候補者の決定は、教授会で行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
第３条 入学候補者の決定は、教授会で行う。 
 
 
 

（同 左） 



 

改   正   前 改   正   後 
 

京都大学工学部規程 
（昭和２４年達示第１４号） 

 
 （前 略） 
第３条 入学者の決定は、教授会で行う。 
 （後 略） 
 
 
 

京都大学農学部規程 
（昭和２８年達示第２３号） 

 
 （前 略） 
第３条 入学者の決定は、教授会で行う。 
 （後 略） 
 
 
 

京都大学大学院文学研究科規程 
（昭和２８年達示第６号） 

 
 （前 略） 
第３条 入学者の決定は、研究科教授会で行う。 
 （後 略） 
 
 
 
 

京都大学大学院教育学研究科規程 
（昭和２８年達示第７号） 

 
（前 略） 
第３条 入学者の決定は、研究科会議で行う。 
 （後 略） 
 
 
 

京都大学大学院法学研究科規程 
（昭和２８年達示第８号） 

 
 （前 略） 
第４条 入学者の決定は、研究科教授会で行う。 
 （後 略） 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
第３条 入学候補者の決定は、教授会で行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
第３条 入学候補者の決定は、教授会で行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
第３条 入学候補者の決定は、研究科教授会で行う。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第３条 入学候補者の決定は、研究科会議で行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
第４条 入学候補者の決定は、研究科教授会で行う。
 
 
 
 
 



 

改   正   前 改   正   後 
 

京都大学大学院経済学研究科規程 
（昭和２８年達示第９号） 

 
 （前 略） 
第３条 入学者の決定は、研究科会議で行う。 
 （後 略） 
 
 
 

京都大学大学院理学研究科規程 
（昭和２８年達示第１０号） 

 
 （前 略） 
第３条 入学者の決定は、研究科会議で行う。 
 （後 略） 
 
 
 

京都大学大学院医学研究科規程 
（昭和３０年達示第１７号） 

 
 （前 略） 
第３条 入学者の決定は、研究科会議で行う。 
 （後 略） 
 
 
 

京都大学大学院薬学研究科規程 
（昭和２８年達示第１１号） 

 
 （前 略） 
第３条 入学者の決定は、研究科会議で行う。 
 （後 略） 
 
 
 

京都大学大学院工学研究科規程 
（昭和２８年達示第１２号） 

 
 （前 略） 
第３条 入学者の決定は、教授会で行う。 
 （後 略） 
 
 
 

京都大学大学院農学研究科規程 
（昭和２８年達示第１３号） 

 
 
 
 
 
第３条 入学候補者の決定は、研究科会議で行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
第３条 入学候補者の決定は、研究科会議で行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
第３条 入学候補者の決定は、研究科会議で行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
第３条 入学候補者の決定は、研究科会議で行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
第３条 入学候補者の決定は、教授会で行う。 
 
 
 
 
 
 



 

改   正   前 改   正   後 
 

 （前 略） 
第３条 入学者の決定は、研究科会議で行う。 
 （後 略） 
 
 
 

京都大学大学院人間・環境学研究科規程 
（平成３年達示第１７号） 

 
 （前 略） 
第３条 入学者の決定は、研究科会議で行う。 
 （後 略） 
 
 
 

京都大学大学院エネルギー科学研究科規程 
（平成８年達示第１５号） 

 
 （前 略） 
第３条 入学者の決定は、教授会で行う。 
 （後 略） 
 
 
 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研
究科規程 

（平成１０年達示第１１号） 
 

 （前 略） 
第３条 入学者の決定は、研究科会議で行う。 
 （後 略） 
 

京都大学大学院情報学研究科規程 
（平成１０年達示第１３号） 

 
 （前 略） 
第３条 入学者の決定は、教授会で行う。 
 （後 略） 
 
 
 

京都大学大学院生命科学研究科規程 
（平成１１年達示第３号） 

 
 （前 略） 
第３条 入学者の決定は、研究科会議で行う。 
 （後 略） 

 
 
第３条 入学候補者の決定は、研究科会議で行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
第３条 入学候補者の決定は、研究科会議で行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
第３条 入学候補者の決定は、教授会で行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第３条 入学候補者の決定は、研究科会議で行う。 
 
 
 
 
 
 
第３条 入学候補者の決定は、教授会で行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
第３条 入学候補者の決定は、研究科会議で行う。 
 



 

改   正   前 改   正   後 
 
 
 

京都大学大学院総合生存学館規程 
（平成２５年達示第２９号） 

 
 （前 略） 
第３条 入学者の決定は、学館会議で行う。 
 （後 略） 
 
 
 

京都大学大学院地球環境学舎規程 
（平成１４年達示第３号） 

 
 （前 略） 
第３条 入学者の決定は、学舎会議で行う。 
 （後 略） 
 
 
 

京都大学大学院公共政策教育部規程 
（平成１８年達示第１６号） 

 
 （前 略） 
第４条 入学者の決定は、教授会で行う。 
 （後 略） 
 
 
 

京都大学大学院経営管理教育部規程 
（平成１８年達示第１７号） 

 
 （前 略） 
第４条 入学者の決定は、教授会で行う。 
 （後 略） 
 

 
 
 
 
 
 
 
第３条 入学候補者の決定は、学館会議で行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
第３条 入学候補者の決定は、学舎会議で行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
第４条 入学候補者の決定は、教授会で行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
第４条 入学候補者の決定は、教授会で行う。 
 
   附 則 
 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 


